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(証券コード 5302) 
平成22年３月４日 

 
株 主 各 位 
 

東京都中央区八丁堀二丁目６番１号 

日本カーボン株式会社 
代表取締役社長 田 島 茂 雄 

 

第151回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、当社第151回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年３月25日（木）午後

５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます｡ 

敬 具  
 

記 
 

1. 日     時 平成22年３月26日（金曜日）午前10時 

2. 場     所 東京都千代田区四番町５番地７ 

 東京トラック事業健保会館６階会議室 

 (株主総会会場につきましては、末尾のご案内略図をご参照ください｡)

3. 会議の目的事項  

   報 告 事 項 1. 第151期(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日)事業報告、連結計算書類なら 

 びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果

報告の件 

         2. 第151期(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日)計算書類報告の件 
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   決 議 事 項  

    第１号議案 剰余金の処分の件 

    第２号議案 取締役８名選任の件 

    第３号議案 監査役２名選任の件 

    第４号議案 補欠監査役１名選任の件 

    第５号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件 

 

4. 議決権の行使等についてのご案内 

 (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表

示をされたものとして取り扱わせていただきます。 

 (2) 当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１

名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出

ください。 

 (3) 株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上

の当社ホームページ（http://www.carbon.co.jp）に掲載させていただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  

 
 
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申し上げます。 
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株主総会参考書類 
 

 議案および参考事項 

  第１号議案 剰余金の処分の件 

     当社は、株主の皆様への利益還元を重視しておりますが、今第151期の期

末配当につきましては、内部留保に配慮しつつ、長期的かつ安定的な配当

を実施するという基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じま

す。 

     期末配当に関する事項 

    ① 配当財産の種類 

      金銭 

    ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

      当社普通株式１株につき金５円 

      配当総額 568,925,745円 

    ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 

      平成22年３月29日 

 

  第２号議案 取締役８名選任の件 

     取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役８名の選任をお願いするものであります。 

     取締役の候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏      名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位および担当ならびに 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する 
当 社 の 
株 式 数 

１ 
田 島 茂 雄 
(昭和19年１月12日生) 

昭和42年４月 当社入社 

平成10年３月 当社生産本部生産部長 

平成12年３月 当社理事生産技術本部生産部長 

平成12年11月 当社執行役員生産技術本部富山工場長 

平成15年３月 当社取締役生産技術本部長 

平成16年３月 当社常務取締役生産技術本部長 

平成17年３月 当社専務取締役生産技術本部長 

平成19年３月 当社代表取締役社長 

       (現在に至る） 

17,265株 
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候補者 
番 号 

氏      名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位および担当ならびに 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する 
当 社 の 
株 式 数 

２ 
山 口 義 武 
(昭和20年９月22日生) 

昭和44年４月 当社入社 

平成８年４月 当社営業本部電極販売部長 

平成11年３月 当社理事営業本部電極販売部長 

平成12年11月 当社執行役員営業本部ファインカーボ

ン販売部長 

平成15年３月 当社取締役営業本部長 

平成16年３月 当社常務取締役営業本部長 

平成19年３月 当社専務取締役営業本部長 

平成21年３月 当社取締役副社長兼営業本部長 

       (現在に至る） 

（重要な兼職の状況） 

・中央炭素股份有限公司 董事長 

13,000株 

３ 
伊 東 郁 夫 
(昭和22年２月26日生) 

昭和46年４月 当社入社 

平成12年11月 当社生産技術本部富山工場製造部長 

平成15年４月 当社執行役員生産技術本部富山工場長 

平成17年３月 当社取締役生産技術本部富山工場長 

平成19年３月 当社常務取締役生産技術本部長 

平成21年３月 当社専務取締役生産技術本部長 

       (現在に至る） 

（重要な兼職の状況） 

・京阪炭素工業株式会社 代表取締役社長 

16,000株 

４ 
櫻 井 文 良 
(昭和22年７月11日生) 

昭和45年４月 当社入社 

平成11年３月 当社生産技術本部生産技術部長 

平成16年４月 当社執行役員生産技術本部滋賀工場長 

平成19年３月 当社取締役生産技術本部富山工場長 

平成21年３月 当社常務取締役生産技術本部富山工場

長 

       (現在に至る） 

15,000株 

５ 
太 田  武 
(昭和28年１月１日生) 

昭和51年４月 当社入社 

平成15年３月 当社営業本部電極販売部長 

平成17年４月 当社執行役員営業本部電極販売部長 

平成19年３月 当社取締役営業本部副本部長兼電極販

売部長 

平成21年３月 当社常務取締役営業本部電極販売部長 

       (現在に至る） 

7,000株 
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候補者 
番 号 

氏      名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位および担当ならびに 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する 
当 社 の 
株 式 数 

６ 
増 田 忠 雄 
(昭和20年６月10日生) 

昭和43年４月 当社入社 

平成10年３月 当社経営管理本部経理部長 

平成12年３月 当社理事経営管理本部経理部長 

平成12年11月 当社執行役員経営管理本部総合企画部

長 

平成15年３月 当社取締役経営管理本部長 

平成16年３月 当社常務取締役経営管理本部長 

平成19年３月 当社取締役副社長兼経営管理本部長 

       (現在に至る） 

8,000株 

７ 
本 橋 義 時 
(昭和23年５月10日生) 

昭和47年４月 当社入社 

平成15年３月 当社生産技術本部富山工場製造部長 

平成17年４月 当社執行役員生産技術本部富山工場製

造部長 

平成20年８月 当社執行役員生産技術本部滋賀工場製

造部長 

平成20年10月 当社執行役員生産技術本部滋賀工場長 

平成21年３月 当社取締役生産技術本部滋賀工場長 

       (現在に至る） 

6,000株 

８ 

＊ 
美 浦 敬 一 
(昭和29年６月６日生) 

 

昭和53年４月 株式会社富士銀行入行 

平成19年４月 当社入社、執行役員経営管理本部総合

企画部長 

平成21年４月 当社上席執行役員経営管理本部副本部

長兼総合企画部長 

       (現在に至る） 

0株 

 
 (注) 1. 各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2. ＊印は新任候補者であります。 
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  第３号議案 監査役２名選任の件 

監査役益子 忠康氏および北村 豊氏は本総会終結の時をもって辞任に

より退任されますので、その補欠として監査役２名の選任をお願いするも

のであります。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏      名 
(生 年 月 日) 

略 歴 、 地 位 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する 
当 社 の 
株 式 数 

１ 
＊ 
舘  和 行 
(昭和26年12月３日生) 

昭和50年３月 明治学院大学経済学部卒業 

昭和50年４月 当社入社 

平成16年３月 当社営業本部ファインカーボン販売部

長 

平成17年４月 当社執行役員営業本部ファインカーボ

ン販売部長 

平成21年４月 当社次席執行役員営業本部ファインカ

ーボン販売部長 

       (現在に至る） 

1,000株 

２ 

＊ 
中 西 正 典 
(昭和31年３月31日生) 
 

昭和55年３月 京都大学法学部卒業 

昭和55年４月 安田信託銀行株式会社入行 

平成15年７月 みずほ信託銀行株式会社与信企画部参

事役 

平成16年12月 同行プロジェクト推進部長 

平成18年６月 同行本店営業第一部長 

平成20年６月 同行業務監査部長 

       (現在に至る） 

0株 

 
(注) 1. 各監査役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2. 監査役候補者は、辞任される監査役の後任として選任されることになりますので、

その任期は当社定款の定めにより退任する監査役の任期の満了する時までとなりま

す。 

3. 中西 正典氏は社外監査役候補者であります。 

4. 中西 正典氏は金融機関における責任ある職歴により、豊富な経験や幅広い見識を

有しており、当社の社外監査役に適任であると判断し、選任をお願いするものであ

ります。 

5. ＊印は新任候補者であります。 
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  第４号議案 補欠監査役１名選任の件 

本総会開催の時をもって、平成21年３月27日開催の第150回定時株主総会

において選任いただいた補欠監査役房村 るり子氏の予選の効力が失効し

ますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠

監査役１名の選任をお願いするものであります。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。 
 

氏      名 
(生 年 月 日) 

略歴、および重要な兼職の状況 
所有する 
当 社 の 
株 式 数 

房  村  る り 子 
(昭和21年６月５日生) 

昭和44年３月 中央大学法学部卒業 

昭和46年４月 弁護士登録 

昭和48年４月 松井法律事務所所属 

       (現在に至る） 

0株 

 
(注) 1. 房村 るり子氏と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2. 房村 るり子氏は、社外監査役候補者であります。 

3. 房村 るり子氏は、弁護士としての専門性と長年の経験を有していることから、社

外監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。 

 

  第５号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件 

当社は、当社の企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反すると

判断される当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を導入し

ておりますが、その有効期間は、本総会終結の時までとなっております。 

当社は、平成22年２月10日開催の取締役会において、当社取締役全員の

賛成により、平成22年３月26日開催予定の第151回定時株主総会における株

主の皆様のご承認を条件に、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収

防衛策）を継続することを決定いたしました。上記を決定した取締役会に

は、当社監査役全員が出席し、いずれも当社株券等の大量買付行為への対

応策（買収防衛策）の具体的運用が適正に行われることを条件として、当

社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続に賛成する旨の意

見を述べております。 

本議案は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を継続

することにつき、ご承認をお願いするものであります。 

なお、当社株券等の大量買付行為への対応策の内容は８ページ以降に記

載のとおりであります。 
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<<ご参考：買収防衛策の内容（平成22年２月10日プレスリリース)>> 
 

 

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策） 

 
1. 当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に向け

た取組みについて 

 (1) 当社の企業価値の源泉について 

当社の企業価値の源泉は、1914年（大正４年）の創業以来①わが国カーボン

工業のパイオニアまたリーディングカンパニーとして、蓄積してきた経験とノ

ウハウに基づいたカーボン製品に関する総合的な技術力、②カーボンのすぐれ

た特性を活かし、お客様の幅広いニーズにきめ細かく応えることのできる、人

造黒鉛電極、特殊炭素製品、炭素繊維複合材料、レスボン製品、リチウムイオ

ン電池負極材など、高品質・高性能で豊富な製品群、③取引先との強固かつ長

期的な信頼関係、④独自技術を持つ人材の能力発揮に基づく最先端かつ独創的

な製品開発力、および⑤健全な財務体質にあります。 

 

 (2) コーポレート・ガバナンスの取組みの強化 

当社は、監査役３名のうち、２名を独立性を有する社外監査役とし、また、

平成12年11月より執行役員制度を導入し、取締役数の削減をはかり、迅速かつ

機動的な業務執行を行うことができる体制を整えてまいりました。執行役員制

により、経営の意思決定と業務執行の分離をはかりつつ、業務執行を監視する

体制を強化するべく努めてまいりました。 

これに加え、平成19年３月開催の当社定時株主総会において、当社取締役の

任期を２年から１年に短縮する旨の定款変更について株主の皆様にご承認いた

だき、業務執行の監視体制を強化いたしました。さらに、今後とも当社のガバ

ナンス体制をより一層強化してまいります。 

当社は、以上の諸施策を実行し、当社の企業価値の向上および会社の利益ひ

いては株主共同の利益の実現をはかってまいります。 

 

2. 企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券

等の大量買付行為の存在 

以上のとおり、当社は、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の

利益の実現に全力で取り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆

様に十分な検討時間を与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合

意などのプロセスを経ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行する

といった動きが顕在化しています。 
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もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが買収対象である会社の取締役

会の賛同を得ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、

企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすもの

であれば、何ら否定されるべきものではないと考えます。 

しかし、このような株券等の大量買付行為の中には、真に会社経営に参加する

意思がないにもかかわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株券等を高値

で会社関係者等に引き取らせる目的で行う買付けなど、企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白ないわゆる「濫用的買収」

が存在する可能性があることは否定できません。 

 

3. 本プラン導入の必要性 

こうした中で、当社の企業価値を向上させ、会社の利益ひいては株主共同の利

益を実現するためには、①高い技術力・開発力と人格を兼ね備えた社員の育成、

②創業以来のノウハウや実績などを結集した、質の高いサービスの提供の継続、

③長年にわたり培ってきた顧客および高い加工能力を有するグループ会社などと

の信頼関係・連携の維持、④顧客・現場重視の企業文化および健全な財務体質の

維持が必要不可欠であり、これらが当社株券等の大量買付行為を行う者により確

保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値および会社の利益ひいて

は株主共同の利益は毀損される可能性があります。 

特に、当社の主要事業である、カーボン製品は、常に新たな分野への用途開発

や新素材開発が大切であり、経営方針が業績に反映されるには中長期間を要する

ため、経営方針についても中長期的な視点が必要不可欠であり、短期的成果配分

を目指す経営方針では、企業基盤の存立を危うくし、企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益は毀損されることになりかねません。 

さらに、大量買付行為の行われる際には、当社グループの有形無形の経営資源、

将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事

項など、様々な事項を株主の皆様が適切に把握し、当該買収が当社の企業価値お

よび会社の利益ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断していただく必要が

あります。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為が行

われた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、

あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間

を確保したり、株主の皆様のために当該買収者に対する協議・交渉等を行うこと

を可能としたりすることにより、当社の企業価値の向上および株主共同の利益を

実現するための合理的な枠組みとして、下記4．｢本プランの内容」以下にその詳

細を記載する本プランの導入が必要であると判断しました。 

なお、現在当社は、買収の具体的な脅威に晒されているわけではありません。

当社の直近の大株主の状況等は別紙４のとおりであり、個人や金融機関を中心に

株主は広く分散しております。 
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4. 本プランの内容 

 (1) 本プランの概要 

本プランは、大量買付者（下記(3)イ.に定義します｡）が大量買付行為を行う

にあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない

大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量

買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく

害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措

置として、原則として新株予約権の無償割当ての方法（会社法第277条以下に規

定されています｡）により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対し

て新株予約権を無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律および

当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された

場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあります。 

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といい

ます｡）には、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、

②当社が本新株予約権の取得と引き換えに大量買付者およびその関係者以外の

株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の詳細については、下記(4)「本新株予約権無償割当ての概要」を

ご参照ください。 

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項に

より、当該大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占

める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。 

なお、本プランに従って対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発

行登録を行うことがあります。 

当社は、本プランにつき株式会社東京証券取引所の規則に基づき適時開示を

行うとともに、当社のホームページ（http://www.carbon.co.jp）に本プランを

掲載いたします。 

 

 (2) 本プランの更新手続－本定時株主総会における承認 

本プランは、平成21年３月27日開催の第150回当社定時株主総会による承認を

受けて設定された当社定款第15条に基づくものでありますが、本プランの更新

にあたり株主の皆様の意思を適切に反映するため、同条に基づき、本定時株主

総会における決議により本プランをご承認いただきます。 

 

 (3) 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

  イ. 対象となる大量買付行為 

当社は、当社取締役会が別途定める場合を除き、以下の①もしくは②に該

当する行為またはこれらに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認

したものを除きます。このような行為を以下「大量買付行為」といい、大量

買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」といいます｡）が

なされ、またはなされようとする場合には、本プランに基づく対抗措置の発

動を検討いたします。 
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① 当社が発行者である株券等*１について、保有者*２の株券等保有割合*３が

20％以上となる買付け 

② 当社が発行者である株券等*４について、公開買付け*５に係る株券等の株

券等所有割合*６およびその特別関係者*７の株券等所有割合の合計が20％

以上となる公開買付け 
   
*１ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。本書において別段の定めがない

限り同じとします。 
*２ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれ

る者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます｡)。本書において別段の
定めがない限り同じとします。 

*３ 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。本書において別段の定
めがない限り同じとします。 

*４ 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。②において同じとします。 
*５ 金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けをいいます。本書において別段の定めが

ない限り同じとします。 
*６ 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。本書において別段の定

めがない限り同じとします。 
*７ 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当

すると認めた者を含みます｡)。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者によ
る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本書におい
て別段の定めがない限り同じとします。 

 

ロ. 本プランの公表および大量買付者に対する情報提供の要求 

大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付

行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に

必要な以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます｡）を記載し

た、本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明を含む日本語による買付

提案書を、当社の定める書式により提出していただきます。なお、買付提案

書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他大量買付者の存在を証明する書

類を添付していただきます。 

当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを独立委

員会に提供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、

当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断およ

び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理

的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大量買付

者から提供していただきます（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、

大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容及び性質等に

鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断するために必要な水準を超える

追加情報提供の要求を行わないこととします｡)。かかる追加情報提供の要求

は、上記買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後10日以内に行うこ

ととします。 
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ⅰ. 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファ

ンドの場合は）組合員その他の構成員を含みます｡）の詳細（具体的名称、

資本構成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業について

の経験等に関する情報等を含みます｡） 

ⅱ. 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、なら

びに買付提案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引

状況 

ⅲ. 大量買付行為の目的、方法および内容（大量買付行為の対価の額および

種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法

の適法性ならびに大量買付行為の実行の実現可能性等を含みます｡） 

ⅳ. 大量買付行為の対価の額の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、

算定方法、算定に用いた数値情報および大量買付行為に係る一連の取引に

より生じることが予想されるシナジー効果の内容（そのうち他の株主に対

して分配されるシナジーの内容を含みます｡）ならびにその算定根拠等を含

みます｡）の概要 

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みま

す｡）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます｡） 

ⅵ. 大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社および

当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みま

す｡)、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策（ただ

し、大量買付者による買収提案が、少数株主が残存しない100％の現金買収

の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りることとします｡） 

ⅶ. 大量買付行為の後における当社グループの従業員、取引先、顧客その他

の当社グループに係る利害関係者の処遇方針 

ⅷ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針 

ⅸ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事

実を、また、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の事実を、

直ちに株主の皆様等に開示いたします。大量買付者から当社取締役会に提供

された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締

役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様等に情報開示

を行います。 

 

ハ. 当社取締役会の検討手続 

当社取締役会は、大量買付者から提出された本必要情報が株主の皆様が買

収の是非を適切に判断するために必要な水準を満たしていると判断した場合

は、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始期および終期を、直ち

に大量買付者および独立委員会に通知し、株主の皆様等に対する情報開示を

法令および株式会社東京証券取引所の定める諸規則に従って適時かつ適切に

行います。当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日か
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ら原則として60日以内（以下「取締役会評価期間」といいます｡）に、必要に

応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・

アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得ながら、提供され

た本必要情報を十分に評価・検討し、下記ニ．に定める独立委員会による勧

告を最大限尊重した上で、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見

を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主

の皆様等に公表いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量

買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、

株主の皆様に代替案を提示することもあります。 

大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行

為を開始することができるものとします。ただし、下記ト.に定める不実施決

定通知を受領した場合は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を

行うことが可能となります。 

 

ニ. 独立委員会の設置 

本プランに定めるルールに従って一連の手続が進行されたか否か、ならび

に、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および会社

の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相

当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が

最終的な判断を行いますが、その判断の合理性および公正性を担保するため

に、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置する

こととします。独立委員会は、３名以上の委員より構成され、委員は当社取

締役会が当社の社外監査役および社外有識者（弁護士、公認会計士、学識経

験者等）の中から選任するものとします。 

本プラン継続時の独立委員会の委員には、別紙３記載の各氏を予定してお

ります。独立委員会規則の概要は、別紙２「独立委員会規則の概要」に記載

のとおりです。また、独立委員会の判断の概要については、適宜株主の皆様

等に情報開示を行います。 

 

ホ. 対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理

性および公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。 

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対

抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必

要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者（当社が費用を負担する

こととします｡）の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の

是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否か

の判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。 

また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を

含む当社監査役全員の賛成を得た上で、当社取締役全員の一致により発動の
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決議をすることといたします。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当

該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに

株主の皆様等に情報開示を行います。 

なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の

提供する本必要情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、

当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容ならびに当該大量買付行

為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に与える影響等

を評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 

 

ヘ. 対抗措置の発動の条件 

ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまた

は行おうとする場合 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わず、大量買

付行為を行いまたは行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方

法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員

会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値および会社の利益ひ

いては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対

抗措置を講じることといたします。 

ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは

行おうとする場合 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは

行おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であ

り、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合で

あっても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。

大量買付者の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付

行為に関する本必要情報およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案

等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。 

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行

いまたは行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大

量買付行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、

当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値およ

び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた

場合には、取締役会検討期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役

会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値およ

び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために、

必要かつ相当な対抗措置を講じることがあります。具体的には、以下に掲

げるいずれかの類型に該当し、かつ実施が必要かつ相当と判断される場合

には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値

および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当する

と考えます。 
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(ⅰ)高値買取要求を狙う買収である場合 

(ⅱ)重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量

買付者の利益実現を狙う買収である場合 

(ⅲ)会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の

企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすような買収である場合 

(ⅳ)会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、

一時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けること

により、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすような買収である場合 

(ⅴ)当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分

または不適切な買収である場合 

(ⅵ)最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段

階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付

けを行うなど、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買

収である場合 

(ⅶ)大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な

将来の企業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得し

ない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合 

(ⅷ)大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切

である場合 

(ⅸ)前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合 

a. 当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく

害するおそれがあることが客観的かつ合理的に推認される場合 

b. 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および

会社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害されることを回避する

ことができないおそれがある場合 

 

ト. 当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定 

当社取締役会は、上記へ.ⅰ.またはⅱ.のいずれの場合も、独立委員会の勧

告を最大限尊重した上で、対抗措置の実施または不実施に関する決定を行い

ます。 

当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、直ち

に当該決定の概要そのほか当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に

通知（以下、不実施の決定に係る通知を「不実施決定通知」といいます｡）し、

株主の皆様等に対する情報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期

間経過後または当社取締役会から不実施決定通知を受領した日の翌営業日か

ら、大量買付行為を行うことが可能となります。 
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チ. 当社取締役会による再検討 

当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後で

あっても、大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付

行為を中止した場合など、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じ

た場合には、改めて独立委員会に諮問した上で再度審議を行い、独立委員会

の勧告を最大限尊重して、対抗措置の実施または中止に関する決定を行うこ

とができます。 

当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他

当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様等に対

する情報開示を行います。 

 

(4) 本新株予約権無償割当ての概要（詳細については、別紙１「日本カーボン株

式会社 新株予約権の要項」をご参照ください｡） 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙１ 

｢日本カーボン株式会社 新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当

てを行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する当社取

締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といいます｡）における、最

終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社を除きます｡）に対し、

その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合

で割り当てられます。 

本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします｡）の価額 

(行使価額）は金１円とし、本新株予約権１個の行使により、本新株予約権に係

る新株予約権者（以下「本新株予約権者」といいます｡）に対して当社普通株式

１株が交付されます。 

ただし、大量買付者およびその関係者は、本新株予約権を行使することがで

きないものとします。 

また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付さ

れた取得条項に基づき、一定の条件の下で大量買付者およびその関係者以外の

本新株予約権者から、当社普通株式１株と引換えに本新株予約権１個を取得す

ることができます。なお、当社は一定の条件の下で本新株予約権全部を無償で

取得することも可能です。 

なお、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要

です。 

上記(1)記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法

律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判

断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることがあります。 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会

が適切と認める事項について、適時に株主の皆様等に対する情報開示を行いま

す。 
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 (5) 本プランの有効期間、廃止および変更 
更新後の本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成22年12

月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。当社の取締役の任期は１
年であり、かかる取締役の任期に合わせて本プランの有効期間も１年とするの
が、株主の皆様の意思の重視により資すると考えております。ただし、本プラ
ンは、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃
止する旨の決議が行われた場合または②当社取締役会により本プランを廃止す
る旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。また、
当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議に
よる委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プ
ランの技術的な修正または変更を行う場合があります。 

なお、本プランは平成22年２月10日現在施行されている法令の規定を前提と
しておりますので、同日以後、法令の新設または改廃等により本プランの規定
に修正を加える必要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プラ
ンの基本的考え方に反しない範囲で、適宜本プランの文言を読み替えることと
します。 

本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変
更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やか
に行います。 

また、平成22年12月期に関する定時株主総会の終結の時以降における本プラ
ンの内容につきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続、また
は新たな内容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていた
だく予定です。 

 
5. 本プランの合理性 
 (1) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していると考えられること 

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業
価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の
定める三原則（｢企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則｣､「事前開示・
株主意思の原則｣､「必要性・相当性の原則｣）を完全に充足しており、また株式
会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致した
ものです。なお、本プランは、平成20年６月30日に公表された、経済産業省の
企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り
方」の内容も勘案しております。 

 
(2) 企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的

として導入されていること 
本プランは、上記3.に記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がな

された際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、ま
た当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行
うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することにより、当社の
企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保または向上すること
を目的として導入されるものです。 
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 (3) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

本プランは、平成21年３月27日開催の第150回当社定時株主総会による承認を

受けて設定された当社定款第15条に基づくものでありますが、本プランの更新

にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、上記4.(2)

記載のとおり、本定時株主総会において、本プランのご承認をお諮りします。

本定時株主総会において本プランをご承認いただけない場合は、本プランは更

新されず、廃止されることとなります。また、上記4.(5)にて記載したとおり、

本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止す

る旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、

その意味で、本プランの導入だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向

が反映されることとなっております。 

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施の判断を

株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の

場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。したがって、当該

発動条件に従った対抗措置の実施は、株主の皆様のご意向が反映されたものと

なります。 

 

 (4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、上記4.(3)ニ.記載のとおり、当社取締役会の判断の合理性および公

正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置

します。独立委員会は、当社社外監査役および社外有識者により構成されます。 

このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を

行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を

行うことを防ぐとともに、独立委員会の判断の概要については適宜株主の皆様

等に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値の向上および会社の利

益ひいては株主共同の利益の実現に資するべく本プランの透明な運営が行われ

る仕組みが確保されています。 

 

 (5) 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記4.(3)ホ.およびヘ.に記載したとおり、予め定められた合理

的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社

取締役会による恣意的な発動を防止する仕組みを確保しております。 

 

 (6) 第三者専門家の意見の取得 

本プランにおいては、上記4.(3)ハ.およびホ.に記載したとおり、大量買付者

が出現した場合、取締役会および独立委員会が、当社の費用で、独立した第三

者の助言を得ることができることとされています。これにより、取締役会およ

び独立委員会による判断の公正性および客観性がより強く担保される仕組みが

確保されています。 
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 (7) デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記4.(5)にて記載したとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取

締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができることとしてお

り、取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない、い

わゆるデッド・ハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は、取締役任

期を１年としており、期差任期制度を採用していないため、本プランは、取締

役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がか

かる、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策でもありません。 

 

6. 株主の皆様等への影響 

(1) 本プラン導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主お

よび投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じるこ

とはありません。 

 

(2) 本新株予約権無償割当ての実施により株主および投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当て決議において別

途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１

個以上で当社取締役会が定める数の割合で無償で割り当てられますので、その

行使を前提とする限り、株主の皆様が保有する株式全体の価値に関して希釈化

は生じません。もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株

予約権の行使を行わない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使

により、その保有する当社株式の価値が希釈化することになります。ただし、

当社は、当社取締役会の決定により、下記(4)ロ.に記載する手続により、本新

株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様から本新株予約権を

取得し、それと引き換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がか

かる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられてい

ない株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みを

せずに、当社株式を受領することとなり、その保有する株式１株あたりの価値

の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じません。 

なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、

当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、または無償割当てされた本新株

予約権を無償取得する場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませ

んので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行

った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得

に際して株主および投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定

されているため、当該行使または取得に際して、大量買付者およびその関係者

の法的権利または経済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場



〆≠●0 
01_0598001102203.doc 
日本カーボン㈱様 招集  
 
 

― 20 ― 

合であっても、大量買付者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の

有する当社の株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響

を与えることは想定しておりません。もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は

制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使または本新株予約権

の当社による取得の結果株主の皆様に当社株式が交付される場合には、株主の

皆様の振替口座に当社株式の記録が行われるまでの期間、株主の皆様が保有す

る当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による

投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意下さい。 

 

 (4) 本新株予約権無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

イ. 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の

皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予

約権の内容および数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うた

めの振替口座等の必要事項、ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使条件

を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含

む当社所定の書式によるものとします｡）その他本新株予約権の行使に必要な

書類を送付いたします。 

本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期間中に、これらの必要

書類を提出した上、原則として、本新株予約権１個当たり金１円を払込取扱

場所に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき、１株の当社普通株

式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関する法律の

規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される当社普通株式につ

いては、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予

約権を行使する際には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要があ

る点にご注意下さい。 

 

ロ. 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法

定の手続に従い、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株

予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引き換えに当社普通株式

を株主の皆様に交付することとした場合には、速やかにこれを交付いたしま

す。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が本新株予約権

の要項に従い行使が禁じられている大量買付者およびその関係者でないこと

等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書

式による書面をご提出いただくことがあります。 

上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取

得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が決定さ

れた後、株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご

確認ください。 

以 上 
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別紙１ 

 

日本カーボン株式会社 新株予約権の要項 
 

Ⅰ．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

 (1) 新株予約権の内容および数 

下記Ⅱ.記載の事項を含む内容の新株予約権（以下個別にまたは総称して ｢新

株予約権｣という｡）の無償割当て決議（以下「新株予約権無償割当て決議｣ と

いう｡）において当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」という｡）

における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する

当社株式の数を控除する｡）と同数以上で当社取締役会が定める数の新株予約権

を割り当てる。 

 

 (2) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、

その保有株式（ただし、同時点において当社の有する当社株式を除く｡）１株に

つき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を割

り当てる。 

 

 (3) 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。 

 

Ⅱ．新株予約権の内容 

 (1) 新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は、当社の普通株式とし、新株予約権の

目的である株式の数（以下「対象株式数」という｡）は、１株とする。 

 

 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

1）新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価

額（下記 2）に定義される｡）に対象株式数を乗じた価額とする。 

2）新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株あたりの価額（以

下「行使価額」という｡）は金１円とする。 

 

 (3) 新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、新

株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とする。ただし、

(7)項 2）の規定に基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当該取

得を通知または公告した日から当該取得日までの期間、新株予約権を行使する

ことはできない。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金額の

払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 
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 (4) 新株予約権の行使の条件 

1）(ⅰ)特定大量保有者、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付

者、(ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(ⅴ)上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に

該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもし

くは承継した者、または、(ⅵ)上記(ⅰ)ないし(ⅴ)に該当する者の関連者は、

新株予約権を行使することができない。 

 

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 

① ｢特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法

第27条の23第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ｡）の

保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む｡）

で、当該株券等に係る株券保有割合（同法第27条の23第４項に定義され

る｡）が20％以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含む｡)。 

② ｢共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共

同保有者を指し、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む 

(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む｡)。 

③ ｢特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６

項に定義される｡）によって、当社が発行者である株券等（金融商品取

引法第27条の２第１項に定義される。以下本③において同じ｡）の買付

け等 (同法第27条の２第１項に定義される。以下同じ｡）を行う旨の公

告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準じ

るものとして金融商品取引法施行令第７条第３項に定める場合を含

む｡）に係る株券等の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義さ

れる。以下同じ｡）がその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計し

て20％以上となる者をいう。 

④ ｢特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される 

(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む｡)。ただし、同項第

１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。 

⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され

もしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、

またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をい

う｡「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配

している場合｣（会社法施行規則第３条に定義される｡）をいう。 

2）上記 1）にかかわらず、下記①ないし④の各号に該当する者は、特定大量保

有者または特定大量買付者に該当しないものとする。 

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する

規則第８条第３項に定義される｡）または当社の関連会社（財務諸表等

の用語、様式および作成方法に関する規則第８条第５項に定義される｡) 
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② 当社を支配する意図がなく上記 1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当するこ

とになったものである旨当社取締役会が認めた者であって、かつ上記 

1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することになった後10日間（ただし、当

社取締役会はかかる期間を延長することができる｡）以内にその保有す

る当社の株券等を処分等することにより上記 1)(ⅰ)の特定大量保有者

に該当しなくなった者 

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によること

なく、上記 1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することになった者である

旨当社取締役会が認めた者（ただし、その後、自己の意思により当社の

株券等を新たに取得した場合を除く｡） 

④ その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値または会

社の利益ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者

(上記 1)(ⅰ)ないし(ⅵ)に該当すると当社取締役会が認めた者について

も、当社の企業価値または会社の利益ひいては株主共同の利益に反しな

いと当社取締役会が認めることができ、また、一定の条件の下に当社の

企業価値または会社の利益ひいては株主共同の利益に反しないと当社取

締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限る｡） 

3）新株予約権者は、当社に対し、自らが上記 1）記載の(ⅰ)ないし(ⅵ)のいず

れにも該当せず、かつ、上記 1)(ⅰ)ないし(ⅵ)に該当する者のために行使

しようとしている者ではないこと、および新株予約権の行使条件を充足して

いること等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項に関する誓

約文言ならびに行使に係る新株予約権の内容および数、新株予約権を行使す

る日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除く｡）等の必要

事項を記載した書面ならびに法令等により必要とされる書面を提出した場合

に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 

4）新株予約権を有する者が本(4)項の規定により、新株予約権を行使すること

ができない場合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、

損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。 

 

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および

資本準備金 

新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金は、

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額とし、資本準備金は増

加しないものとする。 

 

 (6) 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 
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 (7) 当社による新株予約権の取得 

1）当社は、上記(3)項に規定する新株予約権の行使期間開始日前日までの間い

つでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認

める場合には、当社取締役会が定める日の到来日をもって、全ての新株予約

権を無償で取得することができる。 

2）当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記(4)項 1）の規定

により新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権

のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、

これと引換えに、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付するこ

とができる。 

 

(8) 合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付および

その条件 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

 (9) 新株予約権証券の発行 

新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

 

 (10) 法令の改正等による修正 

上記で引用する法令の規定は、平成22年２月10日現在施行されている規定を

前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各

項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当

社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるも

のとする。 

以 上 
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別紙２ 

 

独立委員会規則の概要 

 

第１条 当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下､「本プ

ラン」という｡）の導入に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、取

締役会の諮問により、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施に関

する勧告を行い、取締役会の判断の公正性および中立性の確保に資するこ

とを目的とする。 

第２条 1. 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の社外監査役および以下の条

件を満たした者（以下「社外有識者」という｡）の中から選任する。ただ

し、社外監査役および社外有識者が、常時少なくとも１名ずつ就任してい

なければならない。選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対

する善管注意義務条項等を含む契約書を当社との間で締結する。 

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、

併せて「当社等」という｡）の取締役（社外取締役は除く。以下本条

において同じ｡）または監査役（社外監査役は除く。以下本条におい

て同じ｡）等となったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲の親

族でない者 

③ 当社等との取引先でなく、当社等との間に特別の利害関係のない者 

④ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会

社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法

等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者） 

2. 委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の

解任を決議する場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によるものとする。 

第３条 独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議の上

決議し、その決議の内容を、理由を付して取締役会に勧告する。取締役会

は、会社法上の機関として決議を行うにあたり、独立委員会の勧告を最大

限尊重しなければならない。各委員および当社各取締役は、かかる決議に

あたっては、専ら当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利

益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経

営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 

② 買付提案の内容が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同

の利益を著しく害するか否かの決定ならびに対抗措置の実施または不

実施 
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③ 対抗措置の中止 

④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた

事項 

⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 

⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

第４条 独立委員会の決議は、原則として委員の３分の２以上が出席し、出席委員

の過半数をもって行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員の

過半数が出席し、出席委員の過半数をもってこれを行うことができる。 

第５条 独立委員会は、当社の費用で、独立した地位にある第三者（投資銀行、証

券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の

専門家を含む｡）の助言を得ることができる。 

第６条 各委員の任期は、本プランを承認した直近の定時株主総会終結後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこ

の限りでない。 

第７条 取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。 

第８条 取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合

には、取締役１名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行

う機会を与えるよう独立委員会に求めることができる。 

第９条 独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠を

説明しなければならない。 
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別紙３ 

 

独立委員会委員の氏名 
 

本プラン更新にあたり独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

 佐々木 光雄（ささき みつお） 

 公認会計士・税理士 

 昭和24年３月６日生 

 ［略歴］ 

  昭和46年３月 東洋大学経営学部卒業 

  昭和55年９月 公認会計士登録 

  昭和59年９月 税理士登録 

  昭和59年10月 公認会計士佐々木光雄事務所設立 

  平成３年４月 東光監査法人代表社員 

 

 富川 正（とみかわ ただし） 

 社団法人日本産業退職者協会常任理事 

 昭和13年７月17日生 

 ［略歴］ 

  昭和37年３月 同志社大学法学部卒業 

  昭和37年４月 安田信託銀行株式会社入行 

  平成２年10月 同行営業統括部営業推進第２部長 

  平成３年10月 安信住宅販売株式会社常務取締役 

  平成６年６月 日本橋サービス株式会社代表取締役 

  平成10年３月 当社社外監査役(常勤) 

  平成14年３月 当社社外監査役退任 

  平成17年６月 社団法人日本産業退職者協会常任理事 

 

 松谷 東一郎（まつたに とういちろう） 

 当社社外監査役（非常勤） 

 昭和19年１月29日生 

 ［略歴］ 

  昭和41年３月 東北大学経済学部卒業 

  昭和41年４月 株式会社富士銀行入行 

  平成５年６月 同行取締役総合事務部長 

  平成８年６月 株式会社富士ビジネスエイジェンシー代表取締役 

  平成11年10月 株式会社富士ビジネスエキスパーツ代表取締役 

  平成18年３月 株式会社みずほ銀行常勤監査役 

  平成19年３月 当社社外監査役（非常勤） 
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別紙４ 

 

大株主の状況等 
 

1. 【大株主の状況】 

平成21年12月31日現在 

氏名又は名称 住 所 
所有株式数

(千株) 

発行済株式 

総数に対する

所有株式数の 

割合(％) 

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社 
東京都中央区晴海１－８－11 11,626 9.83 

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社 
東京都港区浜松町２－11－３ 6,815 5.76 

株式会社みずほコーポレー

ト銀行 
東京都千代田区丸の内１－３－３ 5,625 4.75 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 3,792 3.21 

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 2,107 1.78 

ザチェースマンハッタンバ

ンクエヌエイロンドンエス

エルオムニバスアカウント 

(常任代理人 株式会社み

ずほコーポレート銀行決済

営業部） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 

（東京都中央区月島４－16－13） 

1,448 1.22 

株式会社横浜銀行 
神奈川県横浜市西区みなとみらい 

３－１－１ 
1,319 1.12 

資産管理サービス信託銀行

株式会社 
東京都中央区晴海１－８－12 1,237 1.05 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 1,214 1.03 

山内 正義 ― 1,132 0.96 

計  36,317 30.69 
 
 (注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 11,626千株

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6,815千株

 資産管理サービス信託銀行株式会社 1,237千株

２ 上記のほか当社所有の自己株式4,539千株（3.84％）がある。 
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2. 【所有者別状況】 

平成21年12月31日現在 

株式の状況（１単元の株式数1,000株) 

外国法人等 区 分 政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品

取引業者

その他

の法人 個人以外 個人

個人

その他
計 

単元未満 

株式の状況 

(株) 

株主数 

(人) 
1 46 94 147 103 6 20,215 20,612 ― 

所有株式数 

(単元) 
146 36,925 4,995 5,676 8,824 11 60,815 117,392 933,045 

所有株式数

の割合(％) 
0.12 31.45 4.25 4.84 7.52 0.01 51.81 100.0 ― 

 
 (注) 自己株式4,540,896株は「個人その他」に4,540単元及び「単元未満株式の状況」に896

株含めて記載してある。なお、自己株式4,540,896株は、株主名簿記載上の株式数であ

り、平成21年12月31日現在の実質保有残高は、4,539,896株である。 

 



〆≠●0 
01_0598001102203.doc 
日本カーボン㈱様 招集  
 
 

― 30 ― 

別紙５ 
 

【参考】当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート 
 

 

 
(注) 本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきまして

は本文をご参照ください。 
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株主総会会場ご案内略図
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(第151回定時株主総会招集ご通知添付書類） 

 

第151期 報 告 書
 

（平成21年１月１日から

平成21年12月31日まで）
 

事 業 報 告

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄本

監 査 役 会 の 監 査 報 告 書 謄本

連 結 貸 借 対 照 表

連 結 損 益 計 算 書

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

 

日本カーボン株式会社 
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事  業  報  告 

(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日)

 

1. 企業集団の現況に関する事項 

 (1) 事業の経過およびその成果 

当連結会計年度のわが国経済は、上半期は世界的な景気後退の影響により、

企業収益や雇用情勢の悪化、設備投資の減少など、極めて低い水準で推移しま

した。下半期は景気が底を打ち、一部持ち直しの兆しが見られたものの、円高、

デフレの進行など、依然として厳しい状況が続きました。 

当社グループの主要関連業界であります鉄鋼産業は、在庫調整の進展、海外

経済の回復に伴う輸出の増加など、一部回復基調で推移しましたが、国内にお

いては設備投資の減少が続き、鉄鋼需要は総じて低調に推移しました。 

半導体関連産業は、需給バランスが改善し、半導体価格も上昇するなど回復

基調を辿りましたが、急激に進行する円高など、予断を許さない状況が続きま

した。 

また、化学産業は、需要の減退、原料価格の低下に伴い、製品価格の値下げ

圧力が高まるなど、厳しい事業環境が続きました。 

このような状況の中、当社グループは、未曾有の難局を乗り切り、不況に打

ち勝つ優良企業になるべく､「年度実施計画の必達｣､「原価改善活動の活性化と

実施｣､「グローバル化の推進｣､「開発の強化・促進」をメインテーマとして、

企業価値の向上に取り組んでまいりました。また、企業市民としてコンプライ

アンス体制の一層の強化、拡充と、最良の製品を通して広く社会に貢献すべく

品質管理の徹底を推進してまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比17.4％減の309億７

千２百万円（単体は前期比15.3％減の221億９千７百万円）となりました。損益

面につきましては、為替レートが円高基調で推移したことや、生産能力増強投

資による償却負担の増加に対し、人造黒鉛電極の価格是正や徹底したコスト削

減等の施策を推進いたしましたが、販売数量の減少が極めて大きく、経常利益

は前連結会計年度比52.1％減の35億８千８百万円（単体は前期比30.3％減の37

億１千９百万円）となり、当期純利益は同比52.7％減の21億３千４百万円（単

体は前期比42.1％減の22億８千４百万円）となりました。 
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   当社グループの事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 
(単位：百万円) 

事業の種類別セグメント 売 上 高 前期比（％) 生 産 高 前期比（％) 

炭素製品関連事業 29,751 81.7 27,201 74.4 

不動産賃貸事業 457 109.6 ― ― 

そ の 他 の 事 業 764 113.1 622 93.7 

合 計 30,972 82.6 27,823 74.7 

 

   [炭素製品関連事業] 

   当社グループは、人造黒鉛電極の更なる品質向上を目指し最新式の焼成炉の

建設を行いました。また、等方性黒鉛素材をはじめとするファインカーボン素

材の生産能力増強や加工体制の整備を行うとともに、今後、特に海外市場にお

いて需要伸長が予想される太陽電池製造装置部材等の供給体制拡充のため、白

河工場内に炭素繊維製断熱材の新工場を建設しました。しかし、世界的な不況

による影響を受け販売数量は減少し、売上高は297億５千１百万円（前連結会計

年度比18.3％減）となりました。 

   炭素製品関連事業の主要製品部門別では、電極部門は、国内、輸出ともに電

炉業界の生産調整により販売数量は減少し、また、円高の進行により輸出売上

高も減少いたしました。 

   ファインカーボン部門につきましては、半導体産業は回復基調を辿りました

が、設備投資は減少が続いたため、販売数量は低調に推移しました。太陽電池

関連産業向け炭素製品については、海外での需要が大幅に減少し、厳しい状況

が続きました。 

   開発品部門につきましては、リチウムイオン電池負極材は、旺盛な需要を背

景に順調に推移しました。また、更なる需要拡大を目指し、車載用リチウムイ

オン電池負極材の開発を積極的に進めてまいりました。炭化けい素連続繊維 

(ニカロン）につきましては、概ね計画どおりの進捗となりました。 

   化成品部門につきましては、国内外での競争激化が進んでおり、また、不況

により設備の更新等が減少したため、厳しい状況となりました。 

   [不動産賃貸事業] 

   賃貸オフィスビルの稼働率が向上したため、売上高は４億５千７百万円（前

連結会計年度比9.6％増）となりました。 

   [その他の事業] 

   産業用機械の製造・販売が増加し、売上高は７億６千４百万円（前連結会計

年度比13.1％増）となりました。 
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 (2) 設備投資等の状況 

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、34億７千４百万円 

(有形固定資産34億４千６百万円、無形固定資産２千８百万円）であり、その主

なものは生産能力増強と生産効率向上を目的とした設備拡充によるものであり

ます。 

  ① 当連結会計年度中に完成した主要設備 

当社白河工場（炭素製品関連事業） 特殊炭素製品製造工場新設工事 

  ② 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設・拡充 

当社富山工場（炭素製品関連事業） 電極焼成設備更新工事 

  ③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失 

 生産能力に重要な影響をおよぼす固定資産の売却、撤去または滅失はあり

ません。 

 

 (3) 資金調達の状況 

当連結会計年度は、社債または新株式の発行などによる資金調達は行ってお

りません。 

 

 (4) 対処すべき課題 

   今後の経済見通しにつきましては、企業は設備投資に対し慎重であり、雇用

情勢に改善は見られず、本格的な景気回復には時間を要すると考えられます。

また、円高、デフレの進行等の懸念があり、景気を下押しするリスクがあるこ

とにも留意する必要があり、厳しい状況が続くと予想されます。 

   当社グループを取り巻く事業環境につきましても、鉄鋼、半導体産業などが

回復基調に推移しておりますが、本格的な回復には至っておらず、経営環境は

予断を許さない状況が続くと予想されます。 

   このような状況の中、当社グループでは、生き残りをかけて戦い抜くため、 

   ① 本年度実施計画の必達 

   ② 販売計画の死守 

   ③ デフレに打ち勝つコスト低減 

   ④ グローバル化の戦略的推進 

   ⑤ 開発の強化・促進 

  以上の主要施策を当社グループの総力を結集して実行し、企業価値の向上をは

かってまいります。 

   更に、当社グループは、今後とも、コンプライアンス、安全、環境保全、品

質向上、情報管理をはじめとする社会的責任を果たしつつ、当社グループが、

グローバルに競争力を持つグループとなるよう変革を進めてまいります。 

   株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。 
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 (5) 財産および損益の状況の推移 

  ① 当社および子会社からなる企業集団の財産および損益の状況の推移 
 

年 度 

区 分 
平成18年度
第148期 

平成19年度
第149期 

平成20年度
第150期 

平成21年度 
第151期(当期) 

売 上 高 (百万円) 30,607 35,167 37,512 30,972 

経 常 利 益 (百万円) 4,957 7,383 7,490 3,588 

当 期 純 利 益 (百万円) 2,684 3,571 4,510 2,134 

１株当たり当期純利益 (円) 23.14 30.80 39.08 18.75 

純 資 産 (百万円) 24,411 27,019 29,577 30,741 

総 資 産 (百万円) 51,877 57,545 63,770 61,809 

 
 (注) １株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づいて算出しております。 

 

  ② 当社の財産および損益の状況の推移 
 

年 度 

区 分 
平成18年度
第148期 

平成19年度
第149期 

平成20年度
第150期 

平成21年度 
第151期(当期) 

売 上 高 (百万円) 21,396 25,315 26,208 22,197 

経 常 利 益 (百万円) 3,497 5,469 5,339 3,719 

当 期 純 利 益 (百万円) 2,355 3,103 3,946 2,284 

１株当たり当期純利益 (円) 20.31 26.76 34.18 20.06 

純 資 産 (百万円) 21,893 23,576 25,148 26,676 

総 資 産 (百万円) 43,356 45,554 47,538 46,844 

 
 (注) １株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づいて算出しております。 
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 (6) 重要な親会社および子会社の状況 

  ① 親会社との関係 

    該当事項はありません。 

  ② 子会社の状況 
(平成21年12月31日現在) 

 
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容 

 百万円 ％  

日本カーボンエンジニアリング株式会社 48 100.0 
炭素製品の製造および機械
器具の製造 

株 式 会 社 日 花 園 16 100.0 スポーツ施設の経営 

中央炭素股份有限公司 133 60.0 炭素製品の販売および製造 

新日本テクノカーボン株式会社 493 50.0 炭素製品の販売および製造 

九州炭素工業株式会社 18 50.0 
(50.0) 

炭素製品の製造 

京阪炭素工業株式会社 40 50.0 
(50.0) 

炭素製品の製造 

東北テクノカーボン株式会社 60 50.0 
(50.0) 

炭素製品の製造 

 
 (注) 当社の出資比率の（ ）内は、間接所有を含めた出資比率で内数であります。 
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 (7) 主要な事業内容 

   当社グループの事業および主要製品は、次のとおりであります。 
 

事業区分 部  門 主  要  製  品 

電 極 部 門 電気製鋼炉用人造黒鉛電極、黒鉛粉 

フ ァ イ ン 
カ ー ボ ン 
部 門 

カーボロン（汎用炭素繊維および黒鉛繊維)、CCM（炭素繊維強化

炭素複合材料)、SCカーボン（高機能複合摺動材料)、カーベスト 

(含樹脂黒鉛繊維製パッキング)、ニカフィルム（可撓性黒鉛シー

ル材)、ニカロカーボン（耐食・耐酸化性複合材料)、半導体用高

純度および超高純度等方性黒鉛、電刷子、放電加工用電極、カー

ボン治具、ベスコート（SiCコート黒鉛製品)、機械用カーボン、

原子炉用高純度黒鉛、電解用電極、高温炉内カーボン部品、その

他の特殊炭素製品 

開発品部門 

リチウムイオン電池負極材、ニカビーズ（導電性フィラー、微量

分析用材料)、ニカロン（炭化けい素連続繊維)、ハイニカロン・

タイプＳ（超耐熱性炭化けい素連続繊維)、ニカロセラム（ニカ

ロン／炭化けい素複合材料)、ビトロカーボン 

炭 素 製 品 
関 連 事 業 

化成品部門 レスボン（化学構造用不浸透黒鉛製品） 

不 動 産 
賃 貸 事 業 

 不動産賃貸、駐車場経営 

そ の 他 の 
事 業 

 産業機械製造および修理、スポーツ施設 

 

 (8) 主要な営業所および工場等 

  ① 当社の事業所 

本社（東京都中央区)、大阪支店（大阪市北区)、名古屋営業所（名古屋

市中区)、福岡営業所（福岡市博多区) 

富山工場（富山県富山市)、滋賀工場（滋賀県近江八幡市)、山梨工場 

(山梨県山梨市)、白河工場（福島県白河市)、研究所（滋賀県近江八幡

市） 

  ② 子会社の事業所 

(国内）日本カーボンエンジニアリング株式会社（富山県富山市)、株式会

社日花園（滋賀県近江八幡市)、新日本テクノカーボン株式会社 

(宮城県黒川郡)、九州炭素工業株式会社（福岡県粕屋郡)、京阪炭

素工業株式会社（三重県伊賀市)、東北テクノカーボン株式会社 

(宮城県黒川郡） 

(海外）中央炭素股份有限公司（中華民国台北市） 
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 (9) 従業員の状況 
 

事 業 セ グ メ ン ト 従業員数(人) 前期末比増減数(人) 

炭 素 製 品 関 連 事 業 539 ( 78） △14（△34） 

不 動 産 賃 貸 事 業 ―（ ―） ―（ ―） 

そ の 他 の 事 業 51 ( 42） 2（ 10） 

合 計 590 (120） △12（△24） 
 
(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記

載しております。 

2. 従業員数は当社グループ外出向者を除き、当社グループ外からの受入出向者を含め

て記載しております。 

 

 (10) 主要な借入先 
 

借 入 先 借 入 残 高 

 百万円 

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 5,182 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,125 

中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,305 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,717 

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 1,485 
 
 (注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

2. 株式に関する事項 

 (1) 発 行 可 能 株 式 総 数 400,000,000株 

 (2) 発 行 済 株 式 の 総 数 113,785,149株(自己株式4,539,896株を除く) 

 (3) 株 主 数 20,612名
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 (4) 大 株 主 
 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

千株 ％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 11,626 10.2 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6,815 6.0 

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 5,625 4.9 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 3,792 3.3 

住 友 商 事 株 式 会 社 2,107 1.9 

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイ
ロンドンエスエルオムニバスアカウント
(常 任 代 理 人  株 式 会 社 み ず ほ
コ ー ポ レ ー ト 銀 行 決 済 営 業 部)

1,448 1.3 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,319 1.2 

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,237 1.1 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,214 1.1 

山 内 正 義 1,132 1.0 
 
 (注) 持株比率は自己株式（4,539,896株）を控除して計算しております。 

 

3. 会社の新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
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4. 会社役員に関する事項 

 (1) 取締役および監査役の氏名等 
 

会社における地位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役会長 鳥 羽 雄 一  

代表取締役社長 田 島 茂 雄  

取 締 役 副 社 長 増 田 忠 雄 経営管理本部長 

取 締 役 副 社 長 山 口 義 武
営業本部長 
中央炭素股份有限公司董事長 

専 務 取 締 役 伊 東 郁 夫
生産技術本部長 
京阪炭素工業株式会社代表取締役社長 

常 務 取 締 役 櫻 井 文 良 生産技術本部富山工場長 

常 務 取 締 役 太 田  武 営業本部電極販売部長 

取 締 役 本 橋 義 時 生産技術本部滋賀工場長 

常 勤 監 査 役 益 子 忠 康  

常 勤 監 査 役 北 村  豊  

監 査 役 松 谷 東一郎 大同メタル工業株式会社社外監査役 
 
(注) 1. 取締役田中義和氏は、平成21年３月27日に任期満了により退任いたしました。 

2. 取締役本橋義時氏は、平成21年３月27日開催の第150回定時株主総会において、新

たに選任され同日付で就任いたしました。 

3. 監査役北村 豊氏および松谷東一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。 

4. 監査役益子忠康氏は、相当期間に亘り経理、財務部門を担当しており、財務および

会計に関する相当程度の知見を有しております。 

5. 監査役北村 豊氏および松谷東一郎氏は、相当期間に亘り金融機関に携わっており、

財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 

 
 (2) 取締役および監査役の報酬等の額 
 

区 分 支給人員 報酬等の額 摘 要 

取 締 役 ９名 222,740千円  

監 査 役 ３名 30,360千円 うち社外２名、17,180千円 

合 計 12名 253,100千円  
 
(注) 1. 取締役の支給人員には、平成21年３月27日に任期満了により退任した取締役を含め

ております。 

2. 取締役の報酬等の額には、平成21年３月27日に任期満了により退任した取締役に支

給した報酬等を含めております。 

3. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

4. 報酬等の額には、当期中に役員賞与引当金繰入額として費用処理した役員賞与

37,800千円（取締役36,200千円、監査役1,600千円）を含めております。 

5. 上記のほか、平成19年３月29日開催の当社第148回定時株主総会において決議され

た退任取締役への退職慰労金2,500千円を支給しております。 
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 (3) 社外役員に関する事項 

  ① 監査役 北村 豊 

    当事業年度における主な活動状況 

    (ア）取締役会への出席状況および発言状況 

出席率は100％であり、必要な意見、発言を適宜行っております。 

    (イ) 監査役会への出席状況および発言状況 

出席率は100％であり、監査結果についての意見交換、監査に関する

協議などを行っております。 

  ② 監査役 松谷 東一郎 

   ア．他の法人等の社外役員の兼任状況および当社との関係 

大同メタル工業株式会社社外監査役であります。当該会社と当社との間

に取引等の関係はありません。 

   イ．当事業年度における主な活動状況 

    (ア）取締役会への出席状況および発言状況 

出席率は90％であり、必要な意見、発言を適宜行っております。 

    (イ）監査役会への出席状況および発言状況 

出席率は100％であり、監査結果についての意見交換、監査に関する

協議などを行っております。 

 

5. 会計監査人の状況 

 (1) 会計監査人の名称 

   有限責任監査法人トーマツ 
 
 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 
 

 支 払 額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額（注） 31百万円 

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 40百万円 
 
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と

金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ実質的にも区分

できないことから、上記金額はこれらの合計額を記載しております。 
 
 (3) 非監査業務の内容 

 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務で

ある内部統制構築に関する指導について対価を支払っております。 
 
 (4) 解任又は不再任の決定の方針 

 当社では、監査役会が、会社法第340条第１項各号に該当すると判断した時は、

会計監査人を解任する方針です。 
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6. 業務の適正を確保するための体制 

 当社は、平成18年５月10日の取締役会において、取締役の職務の執行が法令、

定款に適合することおよび業務の適正を確保するための体制の整備に関し、当社

の基本方針を決定しており、平成20年６月25日の内部監査室新設に伴い、基本方

針を一部変更しております。また平成20年７月25日の取締役会において、公益に

係る内部通報及び外部通報に関し、適正な対応を定めるため、公益に係る内部通

報及び外部通報対応規定を制定しております。業務の適正を確保するために、次

のとおり運営を行っております。 

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 文書規定に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体 

(以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、常時、

これらの文書等を閲覧することができる。 

② 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

 危機の発生について全力を挙げてその予防を図ると共に、万一発生した危

機に対しては、正確かつ迅速に、誠意を持って解決にあたり、会社の社会的

信用の維持と損害の軽減に努めることを基本方針として、危機管理基本マニ

ュアルを制定する。 

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 

(1) 取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な中長期の目標を明確にし、

その目標を具体化するため、毎期、事業部門毎の業績目標と研究開発や設

備投資を含めた予算を設定し実施計画を策定する。 

(2) 各事業部門を担当する取締役は、実施計画達成のための具体的施策や権

限分配を含めた効率的な業務遂行体制を構築する。 

(3) 経営管理本部長は、月次の業績を迅速に管理会計としてデータ化し、経

営会議に報告する。 

(4) 各事業部門を担当する取締役は、目標との差異要因を分析し、その要因

を排除、低減する改善策を本部長会議に報告し、必要に応じ目標を修正する｡ 

(5) 各事業部門を担当する取締役は､（4)の議論を踏まえ、各事業部門が実施

すべき具体的な施策および効率的な業務遂行体制を改善する。 

④ 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

 当社は、当社およびグループ各社の取締役および監査役並びに使用人すべ

てを対象とし、倫理法令遵守の基準であり手引書ともなる「倫理法令遵守の

基本方針」および「日本カーボン行動基準」を制定し、法令遵守をあらゆる

企業活動の前提とすることを徹底する。 



〆≠●0 
01_0598001142203.doc 
日本カーボン㈱様 招集添付 2010/02/16 1:49印刷 12/14 
 

― 12 ― 

 また、その実現のため、以下の組織体制を確立する。 

(1) 社長を議長として、取締役および監査役から成る、倫理法令遵守委員会

を設置することで、倫理法令遵守関係の全てを統括、決定できる体制とする｡ 

(2) 倫理法令遵守委員会の下に、倫理法令遵守統括室を置き、事務局業務を

含め一貫して取り扱う体制とする。 

(3) 倫理法令遵守統括室は、当社全部門およびグループ各社を直轄する体制

とする。倫理法令遵守に関する事項につき社員からの報告、相談に対応す

る直通窓口を設置するとともに、疑義ある事項の調査、是正および遵守状

況のチェックを行い、倫理法令遵守委員会に報告する。 

(4) (3)における報告、相談を行った者がいかなる場合も不利益を被らないた

めの運用マニュアルを設定する。 

⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務

の適正を確保するための体制 

 当社経営管理本部総合企画部をグループ各社全体の内部統制に関する担当

部署とし、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共

有化、指示事項の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制の構築を進

める。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項 

 監査役は、監査業務に必要な場合は、内部監査室に所属の使用人に対し、

必要な事項を命令することが出来るものとする。 

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、

取締役の指揮命令は受けない。 

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制 

 取締役および使用人は、監査役会に対して、取締役と監査役会との協議に

より決定する報告の方法により、当社およびグループ会社に重要な影響を及

ぼす事項を報告するものとする。ただし、これらの事項に関する重大な事実

を発見した取締役および使用人は、監査役に直接報告することができるもの

とする。 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役会による、取締役および重要な使用人からの個別ヒヤリングおよび

監査役会と監査法人の意見交換会を開催するものとする。 
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7. 株式会社の支配に関する基本方針 

 当社は、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現を目

的として、当社株券等の大量買付行為への対応策を導入しております。 

(1) 基本的な考え方 

 当社取締役会は、当社株券等の大量買付行為に関し、たとえそれが当社取締

役会の賛同を得ないものであっても、会社の資産の効率的な運用につながり、

企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすも

のであれば、何ら否定されるべきものではないと考えます。しかし、このよう

な株券等の大量買付行為の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもか

かわらず、専ら会社の株価を上昇させて株券等を高値で会社関係者等に引き取

らせる目的で行う買付けなど、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の

利益を著しく損なうことが明白ないわゆる「濫用的買収」が存在する可能性が

あることは否定できません。 

 よって、当社株券等に対する大量買付行為が行われた際に、当該大量買付行

為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が

株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の

皆様のために当該買付者に対する協議・交渉等を行うことを可能としたりする

ことにより、当社の企業価値の向上および株主共同の利益を実現するための合

理的な枠組みとして、当社株券等の大量買付行為への対応策の導入が必要であ

ると判断しました。 

 

(2) 当社株券等の大量買付行為への対応策の概要 

 大量買付者が、大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請

するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる

手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の

利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、

かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権の無償割

当ての方法により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株

予約権を無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律および当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合に

は、当該その他の対抗措置が用いられることもあります。 

 この対抗措置の発動、不発動等の判断は当社取締役会が最終的な判断を行い

ますが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社取締役会から

独立した組織として、独立委員会を設置します。当社取締役会が対抗措置の発

動を判断するにあたっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものといたし

ます。 
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 大量買付行為への対応策は、平成21年３月27日開催の定時株主総会において

承認され、その有効期間は、平成21年12月期に関する定時株主総会の終結の時

までとしております。平成22年３月26日開催の定時株主総会において、改めて

対応策をご承認いただければ、１年間の有効期間で継続することとなります。

また、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会または取締役会において

大量買付行為への対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で

廃止されるものとしております。そのため、本対応策は、株主の意向を反映し

導入したものであります。 
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貸 借 対 照 表 
 (平成21年12月31日現在) (単位：百万円) 
 

科       目 金  額 科       目 金  額 

資 産 の 部 負   債   の   部 
 
流 動 負 債 

支 払 手 形

買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

設 備 支 払 手 形

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他 の 流 動 負 債

固 定 負 債 

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

環 境 対 策 引 当 金

預 り 保 証 金

そ の 他 の 固 定 負 債

 
14,078 

488 

2,678 

9,200 

596 

310 

606 

30 

37 

129 

6,089 

2,755 

367 

1,766 

24 

784 

390 

負 債 合 計 20,167 

純 資 産 の 部 
 
株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 減 少 差 益

自 己 株 式 処 分 差 益

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

その他有価証券評価差額金 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

 
25,819 

7,402 

7,800 

1,851 

5,949 

5,946 

2 

11,463 

11,463 

11,463 

△   846 

857 

921 

△   64 

 
流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

売 掛 金 

商 品 及 び 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

短 期 貸 付 金 

未 収 入 金 

そ の 他 の 流 動 資 産 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 炉 

車両及び工具器具備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他の無形固定資産 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

従 業 員 長 期 貸 付 金 

長 期 貸 付 金 

長 期 前 払 費 用 

従 業 員 生 命 保 険 掛 金 

敷 金 

そ の 他 の 投 資 

貸 倒 引 当 金 

18,710

4,290

140

6,125

5,338

916

1,002

137

66

175

335

182

△    0

28,134

21,664

7,146

6,978

292

3,744

3,502

101

94

7

6,367

3,420

1,449

36

662

14

680

97

16

△    9 純 資 産 合 計 26,676 

資 産 合 計 46,844 負債及び純資産合計 46,844 
  
 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日) (単位：百万円)

 

科        目 金        額 

売 上 高  22,197 

売 上 原 価  15,392 

売 上 総 利 益  6,804 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  3,412 

営 業 利 益  3,391 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 14  

受 取 配 当 金 272  

為 替 差 益 162  

そ の 他 の 営 業 外 収 益 110 560 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 193  

そ の 他 の 営 業 外 費 用 39 232 

経 常 利 益  3,719 

特 別 損 失   

固 定 資 産 売 却 損 7  

固 定 資 産 除 却 損 96  

環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 24  

和 解 金 150 279 

税 引 前 当 期 純 利 益  3,440 

法人税、住民税及び事業税 1,343  

法 人 税 等 調 整 額 △   187 1,156 

当 期 純 利 益  2,284 
 
 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 

(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日) (単位：百万円)

 
株  主  資  本 評価・換算差額等 

資 本 剰 余 金 
利 益
剰余金

その他資本剰余金
その他
利 益
剰余金

 
資本金 

資 本 
準備金 

資本準備金
減 少 差 益

自己株式
処分差益

資 本
剰余金
合 計

繰 越
利 益
剰余金

自己株式
株主資本
合  計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・ 
換 算 
差額等
合 計 

純資産
合 計 

平成20年12月31日残高 7,402 1,851 5,946 2 7,799 9,748 △823 24,128 981 39 1,020 25,148 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当   ― △569 △569 ― △569 

当 期 純 利 益   ― 2,284 2,284 ― 2,284 

自己株式の取得   ― △25 △25 ― △25 

自己株式の処分   0 0 2 2 ― 2 

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額) 

  ― ― △59 △104 △163 △163 

事業年度中の変動額合計 ― ― ― 0 0 1,714 △23 1,691 △59 △104 △163 1,528 

平成21年12月31日残高 7,402 1,851 5,946 2 7,800 11,463 △846 25,819 921 △64 857 26,676 
 
 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法を採用しております。 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

    時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 (2) たな卸資産 

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の評価方法は総平均法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。 

 (3) デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務） 

時価法を採用しております。 

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は建物31年～50年、機械装置９年、炉９年であります。 

(追加情報) 

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）

を契機に減価償却資産の耐用年数の見直しを行いました。これにより、機械装置につい

ては従来耐用年数を12年、炉については４～12年としておりましたが、いずれも９年へ

と変更しました。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ44

百万円減少しております。 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用） 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

 (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

3. 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

 (2) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う額を

計上しております。 
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 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づいて計上しております。なお、会計基準変更時差異（2,666百万円）については、10

年による均等額を費用処理しております。過去勤務債務については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額を発生

した事業年度より費用処理しております。また、数理計算上の差異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ

れの発生の翌期から損益処理しております。 

(追加情報) 

当社は、平成21年３月31日より一般職退職手当支給規定を勤続年数制からポイント制へ

移行しました。これに伴い発生した過去勤務債務（51百万円）は、発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額を当期

から費用処理しております。なお、これによる影響は軽微であります。 

 (4) 環境対策引当金 

当期より「廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込ま

れるポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理費用に充てるため、その所要見込額を計上し

ております。 

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 (1) ヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップ取引については

特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。また、為替予

約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行っておりま

す。 

  ② ヘッジ対象とヘッジ手段 

ヘ ッ ジ 対 象 ヘ ッ ジ 手 段

外貨建売掛金及び 
外貨建予定取引 

為 替 予 約 及 び
通 貨 ス ワ ッ プ

借 入 金 利 金 利 ス ワ ッ プ

  ③ ヘッジ方針 

当社の社内管理規定に基づき、金利スワップ取引は借入金の金利変動リスクをヘッジ

する目的で行っており、為替予約取引及び通貨スワップ取引は為替相場の変動リスク

をヘッジする目的で行っております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であるものについては、高い有効性があ

るとみなされるため、検証を省略しております。上記以外は、ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

 (2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 (3) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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5. 重要な会計方針の変更 

(1) 当期から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９

号 平成18年７月５日）を適用しており、評価基準については、総平均法による原価法

から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ３百万円減少し

ております。 

(2) 当期から平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12

月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。これによる各損益に与える影響はありません。 

6. 表示方法の変更 

  (貸借対照表関係) 

前期において「製品｣、｢半製品・仕掛品｣、｢原材料・燃料・貯蔵品」として掲記していた

ものは、当期から「商品及び製品｣、｢仕掛品｣、｢原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており

ます。なお、前期の「製品｣、｢半製品・仕掛品｣、｢原材料・燃料・貯蔵品」に含まれる 

｢商品及び製品｣、｢仕掛品｣、｢原材料及び貯蔵品」はそれぞれ6,473百万円、889百万円、

1,050百万円であります。 

 

(貸借対照表に関する注記) 

1. 担保に供されている資産 

下記物件は、工場の建物、構築物、炉、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、土地をも

って工場財団を組成し、下記債務の担保に供しております。 

     [担保] 富 山 工 場 5,037百万円  

 滋 賀 工 場 4,228百万円  

 山 梨 工 場 199百万円  

         計 9,464百万円  

   

     [債務] 短 期 借 入 金 7,230百万円  

 長 期 借 入 金 2,035百万円  

         計 9,265百万円  
 
2. 有形固定資産の減価償却累計額  24,611百万円 

   (※)上記金額には、減損損失累計額を含めております。  
3. 保証債務 

  下記の関連会社の借入金について連帯保証を行っております。 

   日本カーボン・ローレンヌ㈱ 100百万円 

4. 流動資産の「未収入金」には、手形債権の流動化を目的とした債権譲渡に伴う支払留保額

が138百万円含まれております。 

5. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。した

がって当期末日が金融機関の休日のため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれており

ます。 

 支 払 手 形 104百万円 

 設 備 支 払 手 形 11百万円 
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6. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務 

 短 期 金 銭 債 権 996百万円 

 長 期 金 銭 債 権 662百万円 

 短 期 金 銭 債 務 179百万円 

 

(損益計算書に関する注記) 

 関係会社との取引高  

 売 上 高 2,063百万円 

 仕 入 高 451百万円 

 営業取引以外の取引高 477百万円 

 

(株主資本等変動計算書に関する注記) 

 自己株式の種類及び総数に関する事項 

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘  要 

普通株式 4,458千株 90千株 8千株 4,539千株 注１､２ 

合  計 4,458千株 90千株 8千株 4,539千株  

(注１)当期増加株式数90千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

(注２)当期減少株式数８千株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

 

(税効果会計に関する注記) 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

貸 倒 引 当 金 繰 入 限 度 超 過 額 3百万円 

固 定 資 産 除 却 損 否 認 額 53百万円 

退 職 給 付 引 当 金 706百万円 

た な 卸 資 産 評 価 損 否 認 額 38百万円 

子 会 社 株 式 評 価 損 否 認 額 66百万円 

未 払 事 業 税 否 認 額 45百万円 

未 払 事 業 所 税 否 認 額 10百万円 

役 員 賞 与 引 当 金 15百万円 

未 払 役 員 退 職 慰 労 金 75百万円 

未 払 和 解 金 40百万円 

環 境 対 策 引 当 金 9百万円 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 43百万円 

そ の 他 26百万円 

繰 延 税 金 負 債 と の 相 殺 △724百万円 

繰延税金資産小計 411百万円 

評 価 性 引 当 額 △345百万円 

繰延税金資産合計 66百万円 

繰延税金負債  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △614百万円 

固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 繰 入 額 △477百万円 

繰 延 税 金 資 産 と の 相 殺 724百万円 

繰延税金負債合計 △367百万円 

繰延税金負債の純額 △301百万円 
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(リースにより使用する固定資産に関する注記) 

 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 機 械 装 置 工具器具備品 合    計 

取 得 価 額 相 当 額 980百万円 27百万円 1,008百万円 

減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 251百万円 17百万円 268百万円 

期 末 残 高 相 当 額 729百万円 10百万円 739百万円 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 141百万円

１年超 610百万円

合計 752百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 155百万円

減価償却費相当額 145百万円

支払利息相当額 15百万円

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

    減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。 

    利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっております。 

 

(関連当事者との取引に関する注記) 

 子会社及び関連会社等 

関係内容 
属 性 

会社等 
の名称 

住 所 
資本金又は

出資金
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)
(注４)

科 目 
期末残高 
(百万円) 
(注４) 

子会社 
新日本テク
ノカーボン

㈱ 

宮城県 
黒川郡 
大郷町 

493百万円
炭素製品の
販売及び
製造

所有
直接 50％

取締役２名
監査役１名

当社製品の
販売及び
仕入等

製品及び半
製品の販売
(注１)

1,664 売掛金 585 

設備の購入
(注２)

243 設備未払金 27 

短期貸付金 165 資金の貸付
(注３)

100
長期貸付金 602 

子会社 
日本カーボ
ンエンジニ
アリング㈱ 

富山県 
富山市 

48百万円

炭素製品の
製造及び
機械器具の

製造

所有
直接100％

取締役３名
監査役１名

当社設備
工事の請負
及び資金の
貸付等 利息の受取

(注３)
12 未収入金 5 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１)製品の販売につきましては、市場価格を勘案し一般の取引条件と同様に決定して

おり、また、半製品の販売につきましては、当社の予定原価を勘案し、毎期協議

のうえ決定しております。 

(注２)設備の購入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

(注３)資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

   なお、担保は受け入れておりません。 

(注４)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。 
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(１株当たり情報に関する注記) 

1. １株当たり純資産額 234円44銭

2. １株当たり当期純利益 20円 6銭

 

(退職給付に関する注記) 

1. 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の

対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

2. 退職給付債務及びその内訳 

① 退 職 給 付 債 務  △2,755百万円

② 年 金 資 産  131百万円

③ 未 積 立 退 職 給 付 債 務 ①＋② △2,623百万円

④ 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 未 処 理 額  266百万円

⑤ 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異  389百万円

⑥ 未 認 識 過 去 勤 務 債 務  200百万円

⑦ 退 職 給 付 引 当 金 ③＋④＋⑤＋⑥ △1,766百万円
   

3. 退職給付費用の内訳 

退 職 給 付 費 用  520百万円

① 勤 務 費 用  117百万円

② 利 息 費 用  42百万円

③ 期 待 運 用 収 益（減  算)  0百万円

④ 会計基準変更時差異の費用処理額  266百万円

⑤ 数 理 計 算 上 の 差 異 の 損 益 処 理 額  72百万円

⑥ 過 去 勤 務 債 務 の 費 用 処 理 額  22百万円

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①割 引 率 1.5％

②期 待 運 用 収 益 率 3.0％

③退職給付見込額の期間配分の方法 期間定額基準

④数 理 計 算 上 の 差 異 の 処 理 年 数

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれの発生の翌期から損益処理しております。 

⑤過 去 勤 務 債 務 の 処 理 年 数

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による

定額法により按分した額を発生した事業年度から費用処理しております。 

⑥会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 処 理 年 数

10年による均等額を、定額法により費用処理しております。 
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会計監査人の監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成22年２月12日 

日本カーボン株式会社 
 

取 締 役 会 御 中
 

有限責任監査法人 トーマツ
 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 谷合  章 ㊞ 
  
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三澤幸之助 ㊞ 

 

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本カーボン

株式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第151期事業年度の

計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及び

その附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

以  上 
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監査役会の監査報告書謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第151期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び

使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務

及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正

を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき

整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしま

した。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方

針及び同号ロの取組みについては、取締役会その他における審議の状況等

を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会

社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて

子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

  さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成

17年10月28日 企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。 
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。 

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め

られません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３

号ロの取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同

の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではないと認めます。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

    平成22年２月18日 

 

日本カーボン株式会社 監査役会 

常勤監査役 益子 忠康 ㊞

常勤監査役（社外監査役) 北村  豊 ㊞

監 査 役（社外監査役) 松谷東一郎 ㊞
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連 結 貸 借 対 照 表 
 (平成21年12月31日現在) (単位：百万円)
 

科       目 金  額 科       目 金  額 

資   産   の   部 負   債   の   部 
 
流 動 負 債 

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

繰 延 税 金 負 債

設 備 支 払 手 形

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他 の 流 動 負 債

固 定 負 債 

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

環 境 対 策 引 当 金

そ の 他 の 固 定 負 債
 

 
21,517 

4,126 

15,049 

651 

1 

90 

59 

48 

1,489 

9,550 

5,367 

374 

2,265 

60 

217 

1,265 
 

負 債 合 計 31,067 

純 資 産 の 部 
 
株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

その他有価証券評価差額金 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

為 替 換 算 調 整 勘 定 

少 数 株 主 持 分 
 

 
27,096 

7,402 

7,800 

12,739 

△   846 

809 

921 

△   64 

△   46 

2,835 
 

 
流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

商 品 及 び 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 の 流 動 資 産 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 炉 

車両及び工具器具備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

無  形  固  定  資  産 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 の 投 資 

貸 倒 引 当 金 
 

28,457

7,044

8,708

6,515

3,385

1,909

193

701

△    1

33,351

28,141

8,989

10,999

709

3,946

3,497

161

5,048

3,482

19

383

1,198

△   34
純 資 産 合 計 30,741 

資 産 合 計 61,809 負債及び純資産合計 61,809 
  
 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 

(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日) (単位：百万円)

 

科        目 金        額 

売 上 高  30,972 

売 上 原 価  23,009 

売 上 総 利 益  7,963 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  4,448 

営 業 利 益  3,514 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 3  

受 取 配 当 金 76  

雇 用 調 整 助 成 金 88  

為 替 差 益 161  

受 取 賃 貸 料 18  

そ の 他 の 営 業 外 収 益 81 429 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 302  

そ の 他 の 営 業 外 費 用 54 356 

経 常 利 益  3,588 

特 別 損 失   

固 定 資 産 売 却 損 7  

固 定 資 産 除 却 損 100  

減 損 損 失 28  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 9  

環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 24  

和 解 金 150 321 

税金等調整前当期純利益  3,266 

法人税、住民税及び事業税 1,419  

法 人 税 等 調 整 額 △   249 1,169 

少 数 株 主 損 失  37 

当 期 純 利 益  2,134 
 
 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書 

(自平成21年１月１日
至平成21年12月31日) (単位：百万円)

 
株   主   資   本 評価・換算差額等 

 
資本金 

資 本 
剰余金 

利 益
剰余金

自己
株式

株主資本
合  計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持  分 

純資産 
合 計 

平成20年12月31日残高 7,402 7,799 11,174 △823 25,554 979 39 △48 970 3,052 29,577 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当   △569 △569 ―  △569 

当 期 純 利 益   2,134 2,134 ―  2,134 

自己株式の取得   △25 △25 ―  △25 

自己株式の処分  0 2 2 ―  2 

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 （ 純 額 )

  ― △57 △104 1 △160 △217 △377 

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

― 0 1,565 △23 1,541 △57 △104 1 △160 △217 1,164 

平成21年12月31日残高 7,402 7,800 12,739 △846 27,096 921 △64 △46 809 2,835 30,741 

 
 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 
 
(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記) 

1. 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 ７社 

主要な連結子会社の名称 新日本テクノカーボン㈱、日本カーボンエンジニア

リング㈱、京阪炭素工業㈱、九州炭素工業㈱、東北

テクノカーボン㈱、中央炭素(股)、㈱日花園 

 (2) 主要な非連結子会社の名称 ㈱八重洲三栄社、㈲エス・テー・エス、 

浙江翔日科技炭素有限公司 

連結の範囲から除いた理由 総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等がい

ずれも小規模であり、連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないので連結の範囲から除外しております｡ 

2. 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社の数 １社 

   持分法適用の関連会社の名称 日本カーボン・ローレンヌ㈱ 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社の名称 

 ㈱八重洲三栄社、㈲エス・テー・エス、 

東邦炭素工業㈱、浙江翔日科技炭素有限公司 

持分法を適用しなかった理由 当期純損益及び利益剰余金等の及ぼす影響は軽微で

あるため、持分法は適用しておりません。 

3. 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① たな卸資産 

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により評価

しております。 

  ② 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

     時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

  ③ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務） 

時価法を採用しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

当社、国内連結子会社日本カーボンエンジニアリング㈱及び㈱日花園は、定額法を採

用しております。国内連結子会社新日本テクノカーボン㈱、東北テクノカーボン㈱、

京阪炭素工業㈱ならびに九州炭素工業㈱は、建物（建物附属設備は除く）については

定額法を、その他の減価償却資産については定率法を採用しております。また、在外

連結子会社中央炭素(股)は所在地国の会計基準の規定に基づく定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 17年～50年

機械装置及び炉 ９年
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(追加情報) 

当連結会計年度から法人税の改正（所得税法の一部を改正する法律 平成20年４月30

日 法律第23号）を契機に減価償却資産の耐用年数の見直しを行いました。これによ

り、当社及び国内連結子会社の機械装置及び炉については、従来耐用年数を４～12年

としていましたが、９年に変更しております。これにより、当連結会計年度の営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ335百万円減少しております。 

  ② 無形固定資産 

    ソフトウェア（自社利用） 

     社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

  ③ リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能

見込額を計上しております。 

  ② 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度

に見合う額を計上しております。 

  ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づいて計上しております。なお、会計基準変更時差異（3,005百万円）

については、10年による均等額を、新日本テクノカーボン㈱については、５年による

均等額を費用処理しております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額を発生した

連結会計年度より費用処理しております。また、数理計算上の差異は発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれの発生の翌連結会計年度から損益処理しております。 

(追加情報) 

当社は、平成21年３月31日より一般職退職手当支給規定を勤続年数制からポイント制

へ移行しました。これに伴い発生した過去勤務債務（51百万円）は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額

を当連結会計年度から費用処理しております。なお、これによる影響は軽微でありま

す。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、連結子会社の一部は役員退職慰労金規定に基

づく期末要支給額を計上しております。 

  ⑤ 環境対策引当金 

当社及び連結子会社新日本テクノカーボン㈱は、｢廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法」により、今後発生が見込まれるポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理費

用に充てるため、その所要見込額を計上しております。 

 (4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めております。 
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 (5) 重要なヘッジ会計の方法 
  ① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップ取引については
特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。また、為替予
約取引については振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行っております。 

  ② ヘッジ対象とヘッジ手段 

ヘ ッ ジ 対 象 ヘ ッ ジ 手 段 

外貨建売掛金及び 
外貨建予定取引 

為替予約及び 
通貨スワップ 

借 入 金 利 金利スワップ 

  ③ ヘッジ方針 
当社グループの社内管理規定に基づき、金利スワップ取引は借入金の金利変動リスク
をヘッジする目的で行っており、為替予約取引及び通貨スワップ取引は為替相場の変
動リスクをヘッジする目的で行っております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であるものについては、高い有効性があ
るとみなされるため、検証を省略しております。上記以外は、ヘッジ対象の相場変動
又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー
変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

 (6) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
   消費税等の会計処理 
    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
4. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 
5. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 
 (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会
計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しており、評価基準については、総平均法に
よる原価法から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更
しております。これにより営業利益、経常利益及び法人税等調整前当期純利益は、それ
ぞれ14百万円減少しております。 

 (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の
取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を
行っております。なお、これによる影響はありません。 

 (3) リース取引に関する会計基準等の適用 
当連結会計年度から平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基準」(企業会計
基準委員会 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企
業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。なお、所有権
移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の
ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。こ
れによる各損益に与える影響はありません。 

6. 表示方法の変更 
  (連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記していたものは、当連結会計年度から 
｢商品及び製品｣、｢仕掛品｣、｢原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結
会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品｣、｢仕掛品｣、｢原材料及び貯蔵品」
はそれぞれ7,924百万円、2,953百万円、2,182百万円であります。 
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(連結貸借対照表に関する注記) 

1. 担保に供されている資産 

     [担保] 有 形 固 定 資 産 9,004百万円  

   

     [債務] 短 期 借 入 金 7,230百万円  

 長 期 借 入 金 2,035百万円  

         計 9,265百万円  

2. 有形固定資産の減価償却累計額 33,130百万円  

   (※)上記金額には、減損損失累計額を含めております。 

3. 保証債務 

  下記の関連会社の借入金について連帯保証を行っております。 

   日本カーボン・ローレンヌ㈱ 100百万円  

4. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。した

がって当連結会計年度末日が金融機関の休日のため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。 

 受 取 手 形 27百万円 

 支 払 手 形 164百万円 

 設 備 支 払 手 形 11百万円 

 

(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(単位：千株) 

 
前連結会計年度末 
株 式 数 

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末 
株 式 数 

摘 要 

普通株式 118,325 ― ― 118,325  

合  計 118,325 ― ― 118,325  
 
2. 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たりの金額
(円) 

基 準 日 効力発生日 

平成21年３月27日 
定 時 株 主 総 会 

普通株式 569 5.00 平成20年12月31日平成21年３月30日 

 
(2) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

 平成22年３月26日開催の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。 

 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たりの金額
(円) 

基 準 日 効力発生日 

平成22年３月26日 
定 時 株 主 総 会 

普通株式 568 5.00 平成21年12月31日平成22年３月29日 

 

(１株当たり情報に関する注記) 

1. １株当たり純資産額  245円25銭 

2. １株当たり当期純利益  18円75銭 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成22年２月12日 

日本カーボン株式会社 
 

取 締 役 会 御 中
 

有限責任監査法人 トーマツ
 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 谷合  章 ㊞ 
  
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三澤幸之助 ㊞ 

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本カーボン株式会

社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の連結計算

書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、日本カーボン株式会社及び連結子会

社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

以  上 
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本 
 
 

連結計算書類に係る監査報告書 
 

 当監査役会は、平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第151期事業

年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に

基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

  各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、連結計

算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査

を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事

業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。 

2. 監査の結果 

  会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。 

 

    平成22年２月18日 

 

日本カーボン株式会社 監査役会 

常勤監査役 益子 忠康 ㊞

常勤監査役（社外監査役) 北村  豊 ㊞

監 査 役（社外監査役) 松谷東一郎 ㊞

  
 

以 上  
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株式についてのご案内 

  
決 算 期 12月31日 
定 時 株 主 総 会 ３月 
配当金受領株主確定日 期末配当金 12月31日 

中間配当金 ６月30日 
株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
みずほ信託銀行株式会社 

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

郵便物送付先
電話お問合せ先

〒168－8507 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 
電話 0120-288-324（フリーダイヤル） 

公 告 掲 載 方 法 電子公告。電子公告によることができない場合は日本
経済新聞に掲載。 

公 告 掲 載 Ｕ Ｒ Ｌ http://www.carbon.co.jp 
  

(ご注意) 
 株券電子化に伴い、各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている
口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（みずほ信託銀行）ではお取扱い
できませんので、ご注意ください。 
 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の口
座管理機関であるみずほ信託銀行にて承りますので、上記「電話お問合せ先」にお
問合せください。なお、みずほ信託銀行の全国各支店でもお取次ぎいたします。未
受領の配当金につきましては、引続きみずほ信託銀行の本支店でお支払いいたします｡ 

   

(       ) 
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